
2025 年 11 月 吉日 

                         甲 府 信 用 金 庫 

 

在留期間満了時の届出に関する重要なお知らせ 

 

平素は甲府信用金庫をご利用いただき誠にありがとうございます。 

近年、在留期間が満了するなどして連絡が取れなくなった方の預金口座が、悪

用される事例が増加し、大きな社会問題となっております。 

当金庫では、お客さまに預金口座を安全に利用していただき、第三者による不

正な利用を防ぐため、在留期間の更新等が成されたことまたは更新許可申請中

であることを、当該在留カードをご提示いただき確認させていただいておりま

す。 

つきましては、在留期間を更新された方、住所などお届け事項を変更された方

で、まだ当金庫にてお手続きがお済でないお客さまは、お近くの甲府信用金庫各

支店の窓口に、在留期間更新済または更新許可申請中の在留カードをご提示く

ださい。 

なお、在留期間満了日までにお届けがないお客さまの口座につきましては、当

金庫預金規定に基づきその翌日以降のお取引を制限または利用停止させていただ

く場合がございますので、あらかじめご了承願います。 

 

【ご持参いただくもの】 

・新しい在留期間または更新許可申請中が記載された在留カード（原本） 

・通帳 

・キャッシュカード 

・お届け印鑑 

以上 

                        【お問い合せ先】                        
甲 府 信 用 金 庫 

              各 営 業 店 
または 

                             コンプライアンス課 
           （ 0 5 5 - 2 2 2 - 0 3 7 1） 




